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「所有形態」について、登記上の情報でチェックをしてください。以下のとおり提出物が変わります。

「新築」「既築」については、引渡しが済んでいるかどうかで判断してください。

申請時点での、着工予定日、完了予定日等を記載してください。

※申請後、着工予定日が前倒しになる場合は、環境政策課まで御相談ください。

なお、申請は、工事着工予定日（機器が設置された住宅の購入者の場合は引き渡し）の 30 日以上

前に行ってください。

自己単独所有 追加でいただく書類はありません。

共同所有

分譲共同住宅の共用部分に機器設置 管理組合機器等導入同意書（第１号様式の２）

機器設置する建築物の所有権の共有持分を有する 共有者機器等導入同意書（第１号様式の３）

賃貸借又は使用貸借 所有者機器等導入同意書（第１号様式の４）

その他 ※内容によるため御相談ください。

日付は原則、提出する日（郵送する日）を記載してください。

申請者は「導入費用を負担する方」である必要があります。

交付申請時に提出する「見積もりの宛名」、交付決定後に提出する完了報告書類の「領収書等の宛

名」と「助成金の振込口座の宛名」も同一名である必要があります。

住所については、現在住民登録をしている住所をお書きください。

新築の場合であっても、現在住所としてください。

（完了報告書提出時に新住所となっていても構いません。）
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パンフレットやホームページを確認し、助成金額を記入してください。

導入機器 助成金額（どちらか小さい額）

エネルギーマネジメントシステム 機器本体費用の１／３の額 20,000円

太陽光発電システム

購入

設置する太陽電池モジュールの設

備容量の kw 数に 20,000 円を

乗じた額

80,000円

リース
交付決定を受けた日～２月末まで

に支払ったリース料金の合計額

設置する太陽電池モジュール

の設備容量のkw数に

20,000円を乗じた額

（最大80,000円）

PPA 申請者の負担額 50,000円

家庭用燃料電池 50,000円

日射調整フィルム 材料費の１／４ ４０,０００円

高反射率塗装 材料費の１／４

４０，０００円

※共同住宅の共用部分への

導入の場合は200,000円

蓄電池システム

購入 50,000円

リース
交付決定を受けた日～２月末まで

に支払ったリース料金の合計額
50,000円

高断熱窓
50,000円

※太陽光発電システムが導入される場合は100,000円

宅配ボックス
20,000円

※共同住宅の共用部分への導入の場合は100,000円

申請する機器の導入費用の税込金額を記入してください。

材料費の税込金額を記入してください。

設置する太陽電池モジュールの設備容量を記入してください。
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☑必要な添付書類を確認し、チェック（ ）してください。

＜添付書類の注意点＞

・（１）地図 申請の該当となる場所がわかるもの（インターネット上の地図印刷でも可）

・（２）見積もり 導入する機器の導入金額（材料費など）及び型番等がわかるもの

※高反射率塗装では、１缶○○,○○〇円×〇缶使用 合計材料費〇○○,○○〇円等材料費を明記

※原則、変更のない最終段階の見積もりの提出をお願いいたします。

・（３）パンフレット 導入する機器の型番・仕様等がわかるもの

・（４）第三者証明 導入する機器の型番が載っているもの

※原則、見積もり、パンフレット、第三者証明全てに導入する機器の型番等が掲載されていること

・（５）建築物の図面 高断熱窓導入の場合のみ必要。建築物の窓の位置が正確にわかるような図面

を用意してください。また高断熱窓を導入する位置を示してください

・（６）確認書 新築かつ太陽光発電システムを導入する場合のみ必要。東京都の「新築建築物

への太陽光発電システムの導入義務化」の対象になっているかを建築事業者

に確認したうえで、提出を検討してください。

・（７）同意書 １ページ目「所有形態」にかかる同意書です。

記載方法は４ページを御覧ください。

・（８）契約書 新築の申請の場合のみ必要。該当物件の売買契約書の写し、もしくは工事請負

契約書の写し

・（９）その他 追加で必要な書類がある場合、後日連絡させていただきます。

申請者本人の直筆の署名が必要です。

（パソコンによる入力等は認められません。）

変更申請について

以下の場合、変更申請が必要になります。

・交付決定後、着工するまでの間に「導入する機器」「設置する機器の数」「見積もり金額」等が

変更となった時

※変更申請がなく、工事の着工後に「導入する機器」「設置する機器の数」「見積もり金額」等

に変更が生じたことが発覚した場合、助成金の交付を受けられない場合があります。

※変更申請には２週間程度の審査期間を要します。お早めにご相談ください。


